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議 事 録 

 

 令和４年８月３０日（火）午後２時００分から福井市企業局庁舎５階 大ホールにおいて８月

定例会が開催された。 

 

○議事 

１ 審議事項 

議案番号 議     案     名 議決結果 

第３１号議案 福井農業振興地域整備計画の変更に係る意見について 原案どおり可決 

第３２号議案 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定及

び農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

〃 

第３３号議案 農地法第３条第１項の許可の申請について 〃 

第３４号議案 農地法第５条第１項の許可の申請について 〃 

第３５号議案 現況証明について 〃 

第３６号議案 相続税の納税猶予に係る適格者証明について 〃 

 
２ 報告事項 

報告番号 報     告     名 

第３２号報告 農地法第１８条第６項の規定による解約の通知の確認について 

第３３号報告 農地法第３条の３の規定による届出の確認について 

第３４号報告 農地法施行規則第５３条第１１号の規定による転用の事業計画の確認に

ついて 

第３５号報告 農地法施行規則第５３条第１４号の規定による転用の事業計画の確認に

ついて 

第３６号報告 農地法第４条第１項第８号の規定による届出の確認について 

第３７号報告 農地法第５条第１項第７号の規定による届出の取消しの確認について 

第３８号報告 農地法第５条第１項第７号の規定による届出の確認について 

第３９号報告 農地等の相続税の納税猶予に係る３年ごとの届出により農業経営を引き

続いて行っている旨の証明の確認について 

 

４ その他 
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○出席委員  ２３名 

 

1 番  寺 井  重 治 （参与） 

２番  伊 藤  敏 夫  

３番  伊 藤  義 明  

４番  前 川  雅 彦  

５番  小 寺  辰 夫  

６番  武 澤  義 明 （会長） 

７番  加 藤  良 子 （参与） 

８番  岩 﨑  眞 次  

９番  宮 浦  啓 二  

10 番  前 川  秀 人  

12 番  伊 川   邦  

13 番  池 田  敏 雄  

14 番  西 岡  得 雄  

15 番  浅 川  健 次  

16 番  鈴 木  謹 一  

17 番  豊 岡  敏 広 （参与） 

18 番  野 路  直 美  

19 番  清 水  勝 栄  

20 番  衣目川 一郎  

21 番  廣 部  厚  

22 番  山 本  清 幸 （会長職務代理者） 

23 番  吉 田  光 範  

24 番  田 村  洋 子  

 
 
○欠席委員  １名 

 
11 番  清 水  重 勝   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
○説明のため出席した者 
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            農政企画課 
 主  幹  奥 田 寛 章 
主  査  海 道 久 史 

 
○事務局出席職員 

農業委員会事務局 

                  局  長  南 京 良 幸 

                 局 次 長  今 田 文 尚 

                 課長補佐  谷 口 智 樹 

主  幹  松 本 光 司 

副 主 幹  三 木 真 人 

副 主 幹  髙  橋 里  佳 

主  査  岡 本 恵利佳 

主  査  前 田 大 貴 

 

 

  



- 4 - 
 

 

 開 会  午後２時００分 

 

 

議 長 

(６番 

武澤会長) 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

農政企画課 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

農政企画課 

（武澤会長挨拶） 

 

それでは、ただ今から８月の定例会を開催いたします。 

なお、委員番号１１番 清水重勝委員より欠席の連絡を受けております。 

議事に移ります前に、議事録署名委員の選任について、お諮りしたいと思いま

す。議事録署名委員につきましては、議事規則第１８条第２項の規定により、私

の方から指名することにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

ご異議なしと認めます。 

それでは、私の方から指名させていただきます。 

委員番号 １４番 西岡委員、１５番 浅川委員、ご両名よろしくお願いしま

す。それでは、議事に入ります。 

第３１号議案「福井農業振興地域整備計画の変更に係る意見について」を議題

といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

（第３１号議案 説明） 

 

ただ今の説明に対し、ご意見、ご質疑等ございませんか。 

 

（特に声なし) 

 

特にないようですので質疑を終了いたします。 

それではお諮りします。 

第３１号議案に対し、異議がない旨回答することに、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。 

したがいまして、第３１号議案は原案に対し異議なしと意見決定いたしまし

た。 

続きまして、第３２号議案「農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決

定及び農用地利用配分計画（案）に対する意見について」を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

（第３２号議案 説明） 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

ただ今の説明に対する質疑に入る前に、資料№２、１０番の島山梨子町の案

件、及び１５番の内山梨子町の案件につきましては、農業委員会等に関する法律

第３１条、議事参与の制限に該当しますので、委員番号１７番 豊岡委員には審

議終了まで退席をお願いします。 

 

（豊岡委員 退席） 

 

それでは、第３２号議案中、１０番島山梨子町及び１５番内山梨子町の案件に

ついて、ご意見、ご質疑等はございませんか。 

 

（特に声なし) 

 

特にないようですので質疑を終了いたします。 

それではお諮りします。 

第３２号議案中、１０番島山梨子町及び１５番内山梨子町の案件に対し、原案

どおり農用地利用集積計画を決定すること、及び農用地利用配分計画（案）につ

いて、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。 

豊岡委員に入場をお願いします。 

 

（豊岡委員 入場） 

 

豊岡委員に報告します。第３２号議案中、１０番島山梨子町及び１５番内山梨子

町の案件につきましては、原案どおり承認することに決定いたしました。 

次に、資料№２、５３番上天下町の案件につきまして、農業委員会等に関する法

律第３１条、議事参与の制限に該当しますので、委員番号２１番 廣部委員には 

審議終了まで退席をお願いします。 

 

（廣部委員 退席） 

 

それでは、第３２号議案中、５３番上天下町の案件について、ご意見、ご質疑

等はございませんか。 

（特に声なし) 

 

特にないようですので質疑を終了いたします。 

それではお諮りします。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

第３２号議案中、５３番上天下町の案件に対し、原案どおり農用地利用集積計

画を決定すること、及び 農用地利用配分計画（案）について、ご異議ございま

せんか。 

 

（異議なしの声） 

 

ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。 

廣部委員に入場をお願いします。 

 

（廣部委員 入場） 

 

廣部委員に報告します。第３２号議案中、５３番上天下町の案件につきまして

は、原案どおり承認することに決定いたしました。 

次に、第３２号議案中、１０番島山梨子町、１５番内山梨子町及び５３番上天

下町を除いた案件について、ご意見、ご質疑等はございませんか。 

 

（特に声なし) 

 

特にないようですので質疑を終了いたします。 

それではお諮りします。 

第３２号議案中、１０番島山梨子町、１５番内山梨子町及び５３番上天下町を

除いた案件に対し、原案どおり農用地利用集積計画を決定すること、及び農用地

利用配分計画（案）について、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。 

したがいまして、第３２号議案は原案どおり農用地利用集積計画を決定し、農

用地利用配分計画（案）に対しては異議なしと意見決定いたしました。 

続きまして、第３３号議案「農地法第３条第１項の許可の申請について」を議

題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

（第３３号議案 説明） 

 

ただ今の説明に対し、ご意見、ご質疑等はございませんか。 

 

（特に声なし) 

 

特にないようですので質疑を終了いたします。 

それではお諮りします。 

第３３号議案を、原案のとおり許可することにご異議ございませんか。 
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

４番前川雅

彦委員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

（異議なしの声） 

 

ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。 

続きまして、第３４号議案「農地法第５条第１項の許可の申請について」を議題

といたします。事務局の説明を求めます。 

 

（第３４号議案 説明） 

 

今回の案件につきまして、現地調査を行っておりますので、その結果を当番委

員でありました 前川雅彦委員から報告をお願いします。 

 

第３４号議案に関する現地調査につきましてご報告します。 

調査日は、８月１９日（金）、調査委員は私と山本会長職務代理者、地区担当委

員４名と事務局３名の計９名で行いました。 

調査内容については事務局説明のとおりであり、現場の状況や転用目的など妥

当であり、やむを得ないと判断しますが、ご審議をお願いします。 

以上でございます。 

 

ただ今の説明及び調査結果に対し、ご意見、ご質疑等はございませんか。 

 

（特に声なし) 

 

特にないようですので質疑を終了いたします。 

それではお諮りします。 

第３４号議案を、原案どおり許可することにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。 

なお、第３４号議案中、２番ないし５番の案件については、福井県農業会議よ

り許可相当とする意見答申がなされること、及び、第３４号議案中、３番ないし

５番の案件については開発行為許可を条件に許可することとします。 

続きまして、第３５号議案「現況証明について」を議題といたします。事務局

の説明を求めます。 

 

（第３５号議案 説明） 

  

今回の案件につきまして、現地調査を行っておりますので、その結果を当番委

員でありました 前川雅彦委員から報告をお願いします。 

第３５号議案に関する現地調査につきましてご報告します。 
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４番前川雅

彦委員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

３番伊藤義

明委員 

 

 

 

事務局 

 

調査日は８月１９日、私と山本会長職務代理者、地区担当委員７名、事務局３名

の合計１２名で実施しました。 

調査内容につきましては、ただ今、事務局から説明のありましたとおり、現況

及び関係書類から判断いたしまして、すべての案件について、「福井市農業委員会

現況証明に関する事務処理規程」の証明基準に該当し、やむを得ないと判断しま

すが、ご審議をお願いします。 

以上でございます。 

 

ただ今の説明に対する質疑に入る前に、第３５号議案中、５番の案件につきまし

ては、農業委員会等に関する法律第３１条、議事参与の制限に該当しますので、 

委員番号２０番 衣目川委員には審議終了まで退席をお願いします。 

 

（衣目川委員 退席） 

 

それでは、第３５号議案中、５番の案件について、ご意見、ご質疑等はござい

ませんか。 

（特に声なし) 

 

特にないようですので質疑を終了いたします。 

それではお諮りします。 

第３５号議案中、５番の案件に対し、原案どおり承認し、交付決定すること

に、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

 

ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。 

衣目川委員に入場をお願いします。 

 

（衣目川委員 入場） 

 

衣目川委員に報告します。第３５号議案中、５番の案件につきましては、原案ど

おり承認し、交付決定いたしました。 

次に、第３５号議案中、５番を除いた案件について、ご意見、ご質疑等はござ

いませんか。 

 

 ３５号議案３番の案件にある備考欄について質問します。約２０年前の平成１

３年の証明年月日が不詳となっていますが、この時代であれば当時の記録が残っ

ていると思います。そのため、今後もこのような事例が発生する可能性があるの

かどうか確認をさせていただきます。 

 

 事務局内の記録を確認したところ当時の記録が、紙ベースでしか残されておら

ず、審議した結果しか残されていないため証明年月日が確認できない状況にあり
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議 長 

 

１６番鈴木

謹一委員 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

ます。現在は許可書をデータ化して保存している状況にあるため、問題はありま

せん。よって、今後もこのような事例が発生する可能性は考えられると思われま

す。 

 

他にございませんか。 

 

 ８番について質問いたします。現在、集落センターは個人の所有物ではなく、

地縁団体である自治会の所有物になっているはずです。そのため、内容が正しい

ものなのか確認をさせていただきます。 

 

 ご指摘のとおり今回の現況証明により個人から自治会へ所有権移転登記を行う

予定となっています。そのため、建設当時は個人の土地を提供していますが、今

後は自治会の所有地として管理していく予定となっています。 

 

他にございませんか。 

（特に声なし) 

 

他にないようですので質疑を終了いたします。 

それではお諮りします。 

第３５号議案中、５番を除いた案件について、原案どおり承認し、交付決定す

ることに、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。 

続きまして、第３６号議案「相続税の納税猶予に係る適格者証明について」を議

題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

（第３６号議案 説明） 

 

ただ今の説明に対し、ご意見、ご質疑等はございませんか。 

 

（特に声なし) 

 

特にないようですので質疑を終了いたします。 

それではお諮りします。 

第３６号議案を、原案どおり承認し、交付決定することにご異議ございません

か。 

 

（異議なしの声） 

 



- 10 - 
 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

１５番浅川

健次委員 

 

 

 

事務局 

 

１５番浅川

健次委員 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

５番小寺辰

夫委員 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。 

続いて、報告事項に入ります。なお、報告事項につきましては、いずれも事務

局長専決により処理した案件でございます。 

それでは、第３２号報告ないし第３９号報告を、一括して議題といたします。

事務局の説明を求めます。 

 

（第３２号報告ないし第３９号報告 説 明） 

 

ただ今の報告に対し、ご意見、ご質疑等はございませんか。 

 

事務局長専決を行っている報告事項について質問します。３６号報告２番につ

いて、どういう理由で事務局長専決となっているのか確認いたします。過去には

農業振興地域などの明記があったが、現在は明記がありません。そのため、事務

局長専決を行っている判断基準がわからない状況にあります。 

  

 原則、事務局長専決においては市街化区域のものが対象となっています。 

 

 そういうことであれば議案書に市街化区域かどうかの明記をしていただきたい

です。そうしなければ、判断基準がないため確認ができません。 

 

 ご指摘の内容については、わかりにくい部分があると思いますので、今後事務

局内で調整させていただきたいと思います。 

 

他にございませんか。 

 

 第３３号報告９番１０番の時効取得の理由について質問いたします。届出者が

行政書士の名前になっているが、土地を取得したのは農業者ではないのでしょう

か。 

 

 実際に土地を取得された方は、耕作されていた農家です。申請者が行政書士で

あったためそのような記載となっておりますが、勘違いされる方もいると思いま

すので取得された方へ訂正させていただきます。 

 

他にございませんか。 

 

（特に声なし) 

 

他にないようですので質疑を終了いたします。 

続きまして、その他に移ります。事務局から何かありますか。 

 

（今後の日程説明） 
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議 長 

 

２２番 

山本 会長 

職務代理者 

 

議 長 

 

本日の審議内容の総括を、山本 会長職務代理者よりお願いします。 

 

本日の定例会は第３１号議案から第３６号議案まで全て原案どおり承認又は決

定をいただきました。また、第３２号報告から第３９号報告まで全て確認をさせ

ていただきました。以上をもちまして審議内容の総括とさせていただきます。 

 

これをもちまして、８月の定例会を閉会いたします。 

慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。 

 

閉会 午後３時００分 

 


